
 

障企発 0531 第１号 

              年管管発 0531 第４号 

令和元年５月 31 日 

都 道 府 県 

各 政令指定都市 障害保健福祉主管部（局）長 殿 

  中 核 市 

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長  

                      （公印省略） 

 

厚 生 労 働 省 年 金 局 事 業 管 理 課 長 

                      （公印省略） 

 

障害年金の初診日の確認方法の周知について 

 

 障害保健福祉行政及び年金行政の推進につきましては、平素より御協力いただきあ

りがとうございます。 

 さて、障害年金制度の広報については、「障害年金制度の周知について」（平成 26 年

７月７日付障企発 0707 第１号・年管管発 0707 第１号）により御協力いただいている

ところです。 

障害年金は、障害のある方の生活にとって非常に重要なものであり、制度のみなら

ず、請求の際の手続きについても、障害のある方やその御家族に御了知いただくこと

が重要であると考えています。 

今般、20 歳前障害基礎年金の初診日の取扱いを、別添のとおり見直したところであ

り、貴職におかれましても、改めて初診日の取扱いについて御了知いただくとともに、

障害者手帳交付窓口のほか、障害福祉サービス申請窓口や自立支援医療の申請窓口、

保健所、精神保健福祉センター等関係窓口や、管内の相談支援事務所、基幹相談支援

センター等にも周知いただくようよろしくお願いします。 

また、精神保健福祉主管部（局）が別途ある地方自治体におかれましては、同部局

とも適切に連携の上御対応いただきますようよろしくお願いいたします。 

 
【担当】 

厚生労働省年金局事業管理課  

給付事業室 障害給付係 

TEL：03－3595－2733（直通） 

FAX：03－3595－2708 

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 

企画課 企画法令係 

TEL：03-3595-2389（直通） 

FAX：03-3502-0892 



 
 

  

                                   

  

 

公的年金制度には、主に自営業者などが加入する国民年金と、会社員などが加入する厚生年金が

あります。こうした制度に加入中の病気やけがで障害が残った場合は、国民年金から「障害基礎

年金」、厚生年金から「障害厚生年金」が支給されます。  
１ 級 障 害 ２ 級 障 害 ３ 級 障 害 

障害厚生年金（１級） 

配偶者の加給年金 

障害基礎年金（１級） 

  ９７５,１２５円 

子の加算（第１・２子） 

各 ２２４,５００円 

障害厚生年金（２級） 

配偶者の加給年金

障害基礎年金（２級） 

７８０,１００円 

子の加算（第１・２子） 

各 ２２４,５００円 

障害厚生年金（３級） 
障害手当金 

厚
生
年
金
（ 

２
階 

） 

国
民
年
金
（ 

１
階 

） 

障 害 の 程 度 重い 軽い 

障害等級について 

障害年金に該当する状態とは 
障害年金が支給される障害の状態に応じて、法令により、障害の程度が定められています。 

※身体障害者手帳の等級とは異なります 

 ○障害の程度１級 

 他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。身のまわりのこと

はかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方（または行うことを制限されている方）、入院や

在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が、1 級に相当します。 

○障害の程度２級 

 必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることが

できないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動は

できない方（または行うことを制限されている方）、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られ

るような方が 2 級に相当します。  

○障害の程度３級 

 労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態です。日常

生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方が３級に相当します。 

詳細やご不明な点は、日本年金機構の年金事務所へお問い合わせください。年金事務所の連絡
先は、日本年金金機構ホームページ（全国の相談・手続窓口）https://www.nenkin.go.jp/ で

ご確認ください。 

１ 初診日が被保険者期間等にあること  ※詳細は次のページをご覧ください。 

障害の原因となった病気やけがの初診日（※）が次のいずれかの期間にあること 

① 国民年金または厚生年金に加入している期間（被保険者期間） 

② 20 歳前または 60 歳以上 65 歳未満で国内に居住している期間 

※初診日：障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日のこと 

① 障害認定日（※）に、障害の状態が法令で定める障害の程度（障害基礎年金は１級・２

級、障害厚生年金は１級～３級）に該当すること 

② 障害認定日後に、障害の程度が増進し、65 歳になるまでに障害の状態が法令で定められ

た状態に該当すること  

※障害認定日：障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日か

ら１年６カ月をすぎた日、または１年６カ月以内にその病気やけがが治った場合（症状が

固定した場合）はその日１年６ヶ月以内にその病気やけがが治った場合（症状が固定した

３ 一定の障害の状態にあること 

 

次の①または②を満たしていること 

① 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料

納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が３分の２以上あること 

② 初診日において 65 歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近の１年間に保

険料の未納期間がないこと（初診日が 2026 年４月１日前の場合の特例） 

※20 歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要 

２ 保険料の納付要件を満たしていること 

障害年金を受けるには、次の３つの要件が必要になります。 

初診日 障害認定日 

１年６カ月

障害年金制度について 

金額は 2019 年４月現在の年額です 

※ 最低保障額  

５８５,１００円 

※ 子の加算：第３子以降は各 ７４,８００円 

           

※一時金として支給 

別添 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

  

 

 

 

 

○初診日の確認は、初診時の医療機関の証明により行います。 
○初診時の医療機関の証明が添付できない場合であっても、初診日を合理的に推定

できるような一定の書類により、本人が申し立てた日を初診日と確認することが
できます。 
 

初診日の確認 

 
 
隣人、友人、民生委員などの第三者が見たり聞いたりした初診日の頃の受診状況を
証明できる場合は、この第三者証明書類と本人申立ての初診日についての参考資料
により、本人の申し立てた初診日を確認します。 
 
   

 

 

参考資料により初診日が一定の期間内にあると確認された場合で、この期間につい
て継続して障害年金を受けるための保険料納付要件を満たしているときは、一定の
期間の始期と終期を示す参考資料及び本人申立ての初診日についての参考資料に
より、審査の上、本人の申し立てた初診日を確認します。 
 
（具体例）一定の期間内に、異なる年金制度に加入している場合（例：国民年金と厚生年金） 
 
 
 

 
 
  
 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

国民年金 厚生年金 

初診日がある一定の期間 

本人申立ての初診日 終期 

一定の期間の始期と終期を示す参考資料 

○本人申立ての初診日についての参考資料の例 

身体障害者手帳等の申請時の診断書、生命保険・損害保険・労災保険の給付申請時の診断書、交通事故証明書、 

インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー、健康保険の給付記録 

○一定の期間の始期に関する参考資料の例 

就職時に提出した診断書、人間ドックの結果（発病していないことが確認できる資料）、 

職場の人間関係が起因となった精神疾患であることを明らかにする医学的資料及び就職の時期を証明する資料 

○一定の期間の終期に関する参考資料の例 

２番目以降に受診した医療機関による証明、障害者手帳の交付時期に関する資料 

本人申立ての初診日についての参考資料 ＋ 

始期 

初診時の医療機関による証明がない場合の取扱い 

が必要です。 

 

２０歳前に初診日がある方へ 

2019 年２月１日から、初診日を証明する手続きが緩和されました 

  障害認定日が 20 歳到達日以前であることが確認できた場合でも、でき

る限り初診時の医療機関の証明により、初診日を特定する取扱いとしてい

ました。 

 

次の（１）及び（２）を満たしている場合には、初診日を具体的に特定し

なくとも、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます。 

 

（１） ２番目以降に受診した医療機関の受診日から、障害認定日が 20 歳到

達日以前であることが確認できる場合 ※以下の①又は②が該当します。 

① ２番目以降に受診した医療機関の受診日が、18 歳 6 カ月前である場合 

   障害認定日は原則として初診日から１年６カ月をすぎた日となるため、２番目

以降の医療機関の受診日が 18 歳６カ月前にあることが必要です。 

② ２番目以降に受診した医療機関の受診日が 18 歳 6 カ月～20 歳到達日

以前にあり、20 歳到達日以前に、その障害の原因となった病気やけが

が治った場合（症状が固定した場合） 

    症状が固定した日が障害認定日となるため、２番目以降に受診した医療機関の

受診日が 18 歳６カ月より後であってもかまいません。 

（２） その受診日前に厚生年金の加入期間がない場合 

 

（具体例） 

初診が 10 歳時の A 病院の場合でも、17 歳で受診した B 病院の証明がある場合、障

害認定日は 20 歳到達日以前であることが確認できるため、Ａ病院の証明は不要です。 

（B 病院の受診前に厚生年金加入期間がない場合） 

 

 

 
 

改正後 

改正前 

10 歳 17 歳 

A 病院（初診） B 病院（受診） 

20 歳到達 
B 病院の証明 

第三者が証明できる場合 

初診日が一定の期間内にあると確認できる場合 

＋ 
※原則として、複数の第三者による証明が必要 

本人申立ての初診日についての参考資料 が必要です。 

1 年６カ月 
請求 

第三者証明書類 


